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要          旨 

 
１．提言の背景と目的 

こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか社会」の実現には、こどもの権利を尊重し、主
体性を育み、発達段階に応じて切れ目のない支援を提供する制度の構築が不可欠である。 

令和５年度より国庫補助事業として位置づけられた 5 歳児健康診査（以下、5 歳児健
診）は、乳幼児期から学童期へ向かう就学移行期にあるこどもを包括的に捉え、多職種が
連携して分野横断的に支援へとつなぐ極めて重要な仕組みである。 

本提言は、５歳児健診を単なる健康状態の確認の機会にとどめず、こどものウェルビー
イングを軸に、家庭、地域、専門職が協働して支える制度基盤として機能させるために、
国における今後の施策展開に資する基本的考え方と推進方策を示すことを目的とする。 
 
２．５歳児健康診査における重点啓発テーマ 

本委員会は、５歳児健診において推進すべき啓発を、以下の３つの軸・９テーマに整理
した。 
【こども】― 主体・権利・発達 

（１）こどもの“こえ”を聴く 

意思表明の権利を尊重し、こどもの考え・思いが支援に反映される健診の実現 
（２）情緒面の発達と個に応じた発達支援 

発達の多様性を尊重し、就学につなぐ切れ目のない支援体制の構築 
 
【生活・健康】― 育ちの基盤 

（３）遊びの広がりと運動・身体活動 

多様な動きを楽しむ経験の保障 
（４）口腔衛生と生きる力を育む食育の推進 

生涯の健康と QOL を支える幼児期の基盤づくり 
（５）生活習慣の形成と適正体重の維持 

数値管理ではなくウェルビーイングを軸とした支援 
（６）事故防止と安全な生活環境づくり 

窒息・転落等、予防可能な事故を減らす実践的アプローチ 
（７）就学前に完了すべき予防接種の確認 

就学前の最終確認と信頼構築の場として 
 
【環境・社会】― 支える仕組み 

（８）デジタル環境とこどもの育ち 

デジタル時代における予防的・伴走型支援の起点 
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（９）社会的支援と育ちの環境 

「はじめの 100 か月」を支える地域基盤の強化 
 
３．実施体制 

５歳児健康診査を実効性ある制度とするため、国に以下を提案する。 
（１）自治体計画への明確な位置づけ 

こども計画等における就学移行期支援としての指針の整備 
（２）指針及び標準化したプロトコルの策定 

健診後の評価・支援・就学引継ぎまでを見通した共通の枠組み 
（３）情報共有と個人情報保護の両立 

同意に基づく最小限・安全な情報連携基盤の整備 
（４）困難に直面するこどもへの支援の確保 

虐待、障害、慢性疾患、ヤングケアラー等への早期把握と対応の仕組み 
（５）実践的な多職種研修の充実 

共通理解に基づく支援を可能とする研修体制 
（６）評価と改善の仕組み 

アウトカムを見据えた効果検証 
（７）普及啓発におけるアクセシビリティの向上 

多言語への対応、やさしい日本語、ユニバーサルデザインの推進 
 
４．結語 

５歳児健診は、こどもの育ちを切れ目なく支え、国が掲げる「こどもまんなか社会」の
理念を具体化する極めて重要な政策的仕組みである。 

本委員会は、本提言が国における制度設計、取り組みの標準化、人材育成に係る基盤と
なり、すべてのこどもが尊重され、安心して成長できる社会の実現に寄与することを強く
期待する。
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１．はじめに 

こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか社会」の実現に向け、こどもの育ちを切れ目な
く支える施策の充実が、いま強く求められている。とりわけ、こどもの権利の保障、主体
性の尊重、最善の利益の確保といった理念を、具体的な制度と実践として社会に根づかせ
ていくことは、こどもに関わる全ての者に課された重要な責務である。 

令和５年度より国庫補助事業として位置づけられた「5 歳児健康診査事業（以下、5 歳
児健診）」は、就学前の発達上の節目にあるこどもを包括的に捉え、必要な支援へとつな
げるとともに、保護者や地域社会に対する啓発を展開する上でも極めて重要な機会であ
る。乳幼児期に積み重ねられてきた母子保健の取り組みを、学童期以降の育ちへと円滑に
接続する観点からも、その意義は大きい。 

本提言書は、日本小児保健協会 健やか親子 21・成育医療等基本方針推進委員会におけ
る専門的知見と議論を踏まえ、５歳児健診を活用した啓発事項を体系的に整理するととも
に、その実効性を高めるために必要な実施体制及び制度基盤の在り方について示し、こど
も家庭庁に対し、今後の施策展開に資する提案を行う。なお、本提言は、地方公共団体に
一律の対応を求めるものではなく、各自治体の実情や創意工夫を尊重しつつ、国として共
有すべき基本的な考え方及び標準的な方向性を提案するものである。 
 

２． ５歳児健康診査の場を活用した啓発の意義 

５歳児は、神経発達、情緒の調整、社会的適応が交差する可塑性の高い時期であり、発
達上の未熟性と将来への可能性が併存する「移行期」に位置づけられる。この時期は健康
課題に対する早期の気づきと多職種連携による支援が特に重要であり、こどもの生涯のウ
ェルビーイングの礎となることから、こども基本法及び成育基本法に基づくこども施策の
枠組みにおいて、また、就学を控えた準備期として教育行政においても、政策的意義の大
きい段階である。 

本提言における啓発とは、単なる一方向的な情報提供を指すものではない。保護者や関
係者がこどもの育ちに関する理解を深め、家庭や地域での具体的な関わり方や行動の変化
につながるよう、対話や共有を通じて共通認識を形成するプロセスを含むものである。こ
の時期に実施される５歳児健診は、発達課題の早期把握と支援への接続にとどまらず、保
護者への適切な情報提供や、地域における支援体制の構築・強化にも資するものである。
健診を通じて、こどもの育ちに関わる重要なテーマを体系的に啓発することにより、家
庭、保育・教育現場、地域社会が共通の視点を持ち、こどもの健やかな成長を社会全体で
支えるための基盤を形成することが可能となる。 

以上を踏まえ、本委員会は、５歳児健診を活用した啓発において必要と考えられるテー
マと、その推進に向けた方向性について取りまとめ、本提言として示す。 
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３． ５歳児健康診査における重点啓発テーマと提案 

 本提言では、５歳児健診において取り扱う重点啓発テーマを、こどもの権利と主体性に
関わる「こども」、日常生活を通じた育ちの基盤である「生活・健康」、家庭・地域・社会
的条件を含む「環境・社会」の３つの軸に整理した。これは、個別の健康課題や支援内容
を列挙することを目的としたものではなく、５歳児健診を、こども一人ひとりの育ちを総
合的に捉え、乳幼児期から学童期へと切れ目なく接続するための制度的基盤として位置づ
ける観点からの整理である。３つの軸はそれぞれ独立したものではなく、相補的に作用す
るものであり、５歳児健診がこれらを横断的に結びつける仕組みとして機能することを期
待している。 

なお、以下に示す（1）から（9）の各項目は、本提言における重点啓発テーマを全体と
して整理した通し番号であり、「こども」「生活・健康」「環境・社会」の３つの軸の下に体
系的に配置している。 
 

３－１． こども （主体、権利、発達） 

（１）こどもの“こえ”を聴く 1) - 6) 

― こどもの意思表明の権利が実効される健康診査へ ― 

５歳児健診は、こどもが自らの思いや感じていることを言葉や態度、行動として表出
し、それを大人が尊重して受け止める実践を社会全体で広げる重要な機会である。こども
の意思表明の権利は、こどもの権利条約第 12 条に基づく基本的権利であり、単に「話を
聞く」ことにとどまらず、その内容が支援や意思決定に反映されることではじめて実効性
を持つ。 

５歳という時期は、こどもが自分の気持ちや考えを他者に伝え始め、同時に周囲の反応
によって自己肯定感や信頼感が形づくられる重要な発達段階にある。健診の場において、
発達状況に応じた方法でこどもに問いかけ、安心して表現できる雰囲気を整えることは、
こどもの主体性を育むことにつながる。また、表現が苦手なこどもや声が届きにくい立場
にあるこどもなど全てのこどもに対して思いを寄せ、言語化された意見のみならず多様な
思いや願いをこどもの“こえ”として丁寧に汲み取る配慮が重要である。 

そのため国には、保健、医療、保育・教育、福祉の各現場で共通して活用できる「こど
もの“こえ”を聴く」ための実践的手引きの整備、研修の充実、こどもの意見が支援計画に
反映される仕組みの明示を提案する。5 歳児健診を、こどもが「尊重されている」と実感
できる体験の場として位置づけることが、こどもまんなか社会の実現に直結する。 
＜啓発テーマ＞ 

 こどもの意思表明の権利と意思決定 

 保健、医療、保育・教育、福祉の現場での実践的な「こどもの“こえ”を聴く」支援 

 実効性あるこども参加の仕組みづくり 
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（２）情緒面の発達と個に応じた発達支援 7) – 9) 

― 発達の多様性を尊重し、就学につなぐ切れ目のない支援体制の構築 ― 

５歳児は、認知、言語、運動に加え、情緒や社会性が大きく発達する時期である。この
時期にみられる外在化行動（かんしゃく、攻撃性等）や内在化行動（過度の不安、緘黙
等）は、その後の学校生活への適応に影響を及ぼす可能性がある。５歳児健診は、こうし
た特性を早期に把握し、こども一人ひとりに応じた支援につなげる重要な機会である。 

特に重要なことは、発達の遅れや特性を問題として捉えるのではなく、こどもの強みや
育ちの可能性を理解し、環境調整や支援によって伸ばしていく視点である。そのために
は、保健、医療、保育・教育、福祉など多職種が共通理解を持ち、家庭や保育・幼児教育
の場における支援体制を整え、就学へとライフステージに応じた有機的な連携の仕組みを
構築することが求められる。 

国には、５歳児健診について就学を見据えた切れ目のない支援の結節点として制度的に
後押しすることを提案する。 
＜啓発テーマ＞ 

 多職種連携による支援体制の構築 

 外在化・内在化行動への理解と対応 

 

３－２． 生活・健康 （育ちの基盤） 

（３）遊びの広がりと運動・身体活動 10) – 12) 

― 多様な動きを楽しみ、夢中になって遊ぶ経験をすべてのこどもに ― 

幼児期の遊びや運動・身体活動は、身体的発達のみならず、情緒の安定、認知機能や社
会性の育ちを支える重要な基盤となる。５歳児健診は、運動機能の評価にとどまらず、日
常生活の中でどのように身体を動かし、遊びを楽しんでいるかを捉える機会である。 

幼児期運動指針が示すように、特定の技能習得よりも、多様な動きを経験し、身体を動
かす心地よさを味わうことが求められる。家庭や保育・幼児教育、地域の遊びの場で自然
に運動量が確保される環境づくりが重要である。また、夢中になって遊び込む経験は、試
行錯誤や発見を重ね、主体的な学びや創造性を育み、生涯にわたる成長の土台となる。 

国には、５歳児健診を通じて運動を「評価されるもの」ではなく「生活の一部」として
捉える啓発を進め、すべてのこどもが身体活動の恩恵を受けられる社会環境の整備を提案
する。 
＜啓発テーマ＞ 

 多様な動きの経験による発達促進 

 幼児期運動指針の活用 

 安心して遊び込める豊かな環境づくり 
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（４）口腔衛生と生きる力を育む食育の推進  13) – 18) 

― 生涯の健康と QOL を支える幼児期の基盤づくり ― 

口腔の健康は、全身の健康や生活の質（QOL: Quolity of Life）と密接に関係している。
５歳頃は、歯みがき習慣が定着し、生涯にわたる口腔ケアの基礎が形成される重要な時期
である。フッ化物配合歯磨剤の適正使用を含め、科学的根拠に基づく統一的な啓発が求め
られる。 

また、口腔機能の発達は、咀嚼、嚥下、構音、呼吸といった基本的機能と関連してお
り、食べ方や食事環境を含む日常生活の影響を強く受ける。家庭での食事準備への参加や
共食などの体験は、食行動の形成と「食べる楽しさ」の獲得につながる。 

国には、口腔衛生と食行動の質を一体として捉え、５歳児健診における包括的な生活習
慣形成支援として位置づけることを提案する。 
＜啓発テーマ＞ 

 歯みがき習慣の定着とフッ化物の適正な活用 

 口腔機能の発達を促進する生活習慣の確立 

 家庭での食事準備・共食を通じた食行動の形成 

 「食べる楽しさ」を重視した食育の推進 

 
（５）生活習慣の形成と適正体重の維持 19) – 25) 

 ― 数値管理ではなくウェルビーイングを重視した健康支援 ― 

幼児期は、睡眠、食事、身体活動といった基本的生活習慣が形成され、定着していく重
要な段階であり、家庭の生活リズムそのものがこどもの健康や成長に大きく影響する。適
切な睡眠、規則正しい食事、日常的な身体活動の積み重ねが、健やかな成長と適正体重の
維持につながる。 

この時期の肥満は、将来の生活習慣病リスクや自己肯定感の低下につながる可能性があ
る。一方で、「体重」や「見た目」への過度な注目は、こどもや保護者に不必要な不安や
スティグマを生じさせるおそれがある。５歳児健診における肥満予防は、数値管理を目的
とするのではなく、こどものウェルビーイングを軸に、成長全体を支える支援として位置
づける必要がある。 

国には、乳幼児身体発育曲線を活用した一貫性のある成長・栄養評価と、生活全体を見
据えた指導の考え方を全国で標準化することを提案する。5 歳児健診を、保護者が「でき
ていない点」を指摘される場ではなく、「今後の育ちにつながる気づき」を得られる機会
とすることが、持続可能な肥満予防につながる。 
＜啓発テーマ＞ 

 基本的生活習慣の形成（早寝・早起き・朝食・運動） 

 家庭における規則正しい食事リズムの確立 

 乳幼児身体発育曲線を用いた成長・栄養評価 
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 適切な睡眠習慣の推進 

 

（６）事故防止と安全な生活環境づくり 26) – 30) 

 ― 予防可能な事故を減らすための実践的アプローチ ― 

不慮の事故は幼児期の主要な健康課題であり、その多くは適切な知識と環境調整により
予防が可能である。特に食事中の窒息事故は、家庭や施設における具体的な行動の工夫に
よってリスクを大きく低減できる。 

Safe Eating の考え方をはじめ、食材の大きさ、姿勢、見守りの重要性など、即実践でき
る情報を整理し伝えることが重要である。また、家庭内外での転落や交通事故など、年齢
に応じた事故リスクへの気づきを促すことも欠かせない。 

国には、事故予防を安全・傷害予防の独立した領域として位置づけ、エビデンスに基づ
く統一的な啓発資材を整備し、5 歳児健診を通じて全国的に普及させることを提案する。 
＜啓発テーマ＞ 

 食事中の窒息事故防止（Safe Eating） 

 家庭内外の安全対策 

 
（７）就学前に完了すべき予防接種の確認 31) – 32) 

 ― 就学前の最終確認と信頼構築の場として ― 

５歳児健診は、就学前における予防接種の実施状況を総合的に確認する重要な機会であ
る。こども自身の健康を守るとともに、社会全体の感染症予防につなげる観点から、定期
ワクチンの接種状況を確認し、あわせて、就学前の１年間に接種期間が定められている
MR（麻しん風しん混合）ワクチン第２期について適切な接種勧奨を行うことが重要であ
る。任意接種と位置付けられているワクチンについても、有効性や安全性に関する正確な
情報を提供し、保護者が適切に判断できるよう理解を促すことが望まれる。 

一方で、予防接種に対する保護者の不安や迷いは依然として存在しており、単なる接種
勧奨にとどまらない、科学的根拠に基づいた、偏りのない情報提供と対話が不可欠であ
る。健診の場で専門職が直接説明し、保護者と対話できることは、理解と納得を促す上で
有効な機会となる。 

国には、５歳児健診において就学前に完了すべき予防接種の確認が円滑に実施されるよ
う、確認方法の整理・標準化を図るとともに、保護者にとって分かりやすい情報資材の整
備を進めることが期待される。予防接種を「義務の確認」としてではなく、「こどもの健や
かな未来を守るための選択」として位置づけ、信頼に基づく支援を行うことが、接種率の
向上と信頼関係の構築の両立につながる。 
＜啓発テーマ＞ 

 就学前に完了すべき予防接種の接種状況の確認 

 MR ワクチン（第２期）を含む予防接種への理解促進 
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 保護者の不安に配慮した偏りのない正確な情報提供 

 

３－３． 環境、社会 （支える仕組み） 

（８）デジタル環境と子どもの育ち 33) – 37) 

― デジタル時代における予防的・伴走型支援の起点として ― 

現在のこどもたちは、幼児期からデジタル機器に囲まれて育っている。デジタル技術は
学びや表現の可能性を広げる一方で、過剰な利用や不適切な使い方が、睡眠、身体活動、
情緒の安定、人との関わりに影響を与える可能性も指摘されている。５歳児健診は、こう
したデジタル環境との関わり方を家庭全体で見直す適切なタイミングである。 

就学後には一人一台端末の利用が本格化し、家庭でのデジタル習慣がこどもの学習態度
や心身の健康に大きく影響する。就学前の段階で、保護者が安心して相談でき、具体的な
目安や考え方を共有できる機会を設けることは、デジタルによる健康格差の拡大を防ぐ観
点からも重要である。 

国には、スマートフォンやタブレットとの適切な関わり方を、禁止や制限だけでなく、
「家庭で話し合い、選び取る視点」として提示する啓発資材の整備を求めたい。また、オ
ンライン上の安全だけでなく、こどもの心の健康や安心感を支える環境づくりを一体的に
扱うことで、５歳児健診をデジタル時代の予防的・伴走型支援の起点として機能させるこ
とが期待される。 
＜啓発テーマ＞ 

 スマートフォンやタブレットとの適切な関わり方 

 就学後の一人一台端末への備え 

 親子で「安心できるデジタル習慣」を学ぶ機会の提供 

 デジタル時代のこどもの心を支える環境づくり 

 
（９）社会的支援と育ちの環境 38) – 46) 

― 「はじめの 100 か月」を支える地域基盤の強化 ― 

こどもの育ちは、家庭の状況、地域の支援資源、社会的環境と密接に関係している。５
歳児健康診査は、「はじめの 100 か月」ビジョンにおける重要な節目として、育ちの環境
全体を捉え直す機会である。また、幼児期においては、年齢や発達段階に応じて自分や他
者の身体や尊厳を大切にする基礎的な理解を育む観点から、包括的性教育に関する保護者
および支援者の理解を促進することが重要である。 

慢性疾患や障害のあるこども、ヤングケアラー、外国籍家庭など、多様な背景を持つこ
どもたちが安心して育つためには、早期の気づきと継続的な支援が不可欠である。また、
児童虐待防止や居場所づくりは、健康の社会決定因子として認識づける必要がある。 

国には、5 歳児健診を社会的支援への接続点として明確に位置づけ、こどもの主体性
と、安心して挑戦できる環境の循環を支える政策を一層推進することを求めたい。 
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＜啓発テーマ＞ 

 「はじめの 100 か月」ビジョンの普及 

 こどもの主体性と安心・挑戦の循環の重視 

 包括的性教育の理解の推進 

 家庭環境と保護者支援の強化 

 慢性疾患や障害のあるこども、ヤングケアラーへの支援 

 児童虐待防止対策及びこどもの居場所づくりの重要性 
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４．実施体制 

多職種連携と地域支援体制の構築 

５歳児健診は、乳幼児期に母子保健事業を通じて積み重ねられてきた支援実践と知見
を、学童期以降の育ちへとつなげる重要な機会であり、こどもの育ちの連続性を社会全体
で支えるための基盤づくりとしての価値がある。体制整備を推進するためには、自治体ご
との創意工夫を尊重しつつも、国が一定の方向性と共通基盤を示し、現場が連携しやすい
環境を整えることが重要である。 

国は、多職種連携による母子保健活動の重要性を再認識し、デジタルでは補うことがで
きない支援を含め、就学に向けた支援の連続性を確保するため、保健、保育、教育、医
療、福祉と地域が連携し、総合的かつ一体的に支援を提供する仕組みの整備を進めること
が求められる。 

 
（１）自治体計画への明確な位置づけ 

市町村のこども計画に５歳児健診及び就学移行期の支援を位置づけられるよう、指針の
策定と支援策の整備を進める。また、こども施策に関する市町村協議会における作業部会
の設置を促し、年度方針・連携プロトコル・評価を共同で作成できる仕組みを構築する。
あわせて、関係部局間の役割分担を明確化し、担当者変更があっても連携が継続される持
続可能な体制とすることが重要である。 
 
（２）指針及び標準化したプロトコルの策定 

５歳児健診から支援に向けた評価・対応及び連携について、指針と標準化したプロトコ
ルを策定し、全国での実施を促進する。健診後に、医療、心理発達、歯科、栄養等による
二次評価を速やかに行うことができるよう体制を整え、その後の専門的な支援と家庭及び
保育・幼児教育等の生活場面における支援が連動する仕組みと就学に向けた円滑な移行を
可能とする包括的な体制を整備する。その際、地域の実情に応じた柔軟な運用が可能とな
るよう、必須項目と選択項目を整理した段階的な導入を想定することが望ましい。 
 
（３）情報共有と個人情報保護の両立 

同意に基づく最小限の必要情報の共有、アクセス制御、監査ログ、目的外利用の禁止を
徹底できる体制を整えるため、指針と ICT 基盤を整備する。健診結果・支援計画の進捗を
速やかに共有するとともに、個人情報保護を確実に担保する仕組みを構築する。また、保
護者に対して情報共有の目的や範囲を丁寧に説明し、信頼関係に基づく同意形成を重視し
た運用が不可欠である。 
 

（４）困難に直面するこどもへの支援の確保 

虐待リスク、ヤングケアラー、社会的養護対象、慢性疾患や障害のあるこども、外国籍
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家庭など、特に個別的な支援を要する事例に対応するため、国は、早期把握の仕組みと専
門性の高い支援体制の整備を促進する指針と支援策を示す。さらに、社会情動的スキルを
育む教育やレジリエンスを高める取り組みを導入し、幼児期からメンタルヘルスケアを行
える環境を整備するために、制度、研修、財政的支援を講じる。その際、ラベリングや過
度な選別を避け、こどもの強みと育ちの可能性に着目した支援の視点を共有することが求
められる。 

 
（５）実践的な多職種研修の充実 

保健、医療、保育・教育、福祉、地域活動に共通する研修プログラムを作成・提供し、
市町村が事例検討（多職種カンファレンス等）を定期的に実施できるよう財政的・技術的
支援を行う。研修内容は、知識提供にとどまらず、実際の事例を用いた対話的・参加型の
学びとすることが効果的である。 
 
（６）評価と改善の仕組み 

施策の効果検証や指標設定については、国の責務として実行計画において具体化される
ことを期待する。その際には、支援への接続状況、就学に向けた引き継ぎの円滑性、保護
者の理解度・安心感、こどもが意思表明や参加を経験した質的評価など、量的評価と質的
評価の双方を組み合わせた指標の検討が望まれる。評価結果については、現場へのフィー
ドバックと改善につなげる仕組みを構築し、継続的な質向上を図ることが重要である。 
 
（７）普及啓発におけるアクセシビリティの向上 

保護者向け啓発資料については、誰一人取り残さない情報提供の観点から、ユニバーサ
ルデザインの考え方に基づきアクセシビリティの確保を図ることを基本とし、その具体的
な取組として、多言語化ややさしい日本語の活用、視覚的な工夫等を推進するための指針
と支援策を整備する。さらに、啓発資料の作成にあたっては、当事者や支援者の意見を反
映し、実際に「使われる」情報であることを重視する必要がある。 
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５．今後の展望と提言 

本委員会は、前章において提示した９つの重点啓発テーマが、５歳児健康診査を通じて
実効性をもって実施され、それらを推進する実施体制を構築するためには、国による制度
的・基盤的な支援が重要であると考える。 

５歳児健康診査は、乳幼児期から学童期へと続く育ちを切れ目なく支え、支援者の連携
を強化する結節点としての価値があり、「こどもまんなか社会」の理念を具現化していく上
で、極めて重要な役割を担うものである。 

以上を踏まえ、先に示した９つの提言を全国的に推進し、その実効性を担保する観点か
ら、こども家庭庁におかれては、次に掲げる事項について、今後の施策展開においてご検
討いただくことを提言する。これらの事項は、こども基本法の理念において掲げられた重
点施策とも整合するものであり、５歳児健康診査を起点とした地域支援体制の強化と、こ
どもの育ちを社会全体で支える仕組みづくりに資するものである。 
 
 ５歳児健康診査において取り扱う啓発項目について、国としての基本的考え方を整理し、標

準化を図るとともに、現場で活用可能な教材・資材の整備を進めること。 

 保護者向け啓発資料について、誰一人取り残さない情報提供の観点から、ユニバーサルデ

ザインの考え方に基づきアクセシビリティに配慮した情報提供を推進するための指針及び支

援策を整備すること。 

 保健、医療、保育・教育、福祉等の関係者を対象とした研修プログラムを開発・普及させ、５

歳児健康診査を軸とした多職種連携の基盤を強化すること。 

 健診結果に基づき、必要な支援が一過性にとどまることなく継続的に提供され、就学後を見

据えた支援へと円滑に接続される体制の構築を進めること。 

 成育基本法及び成育医療等基本方針の趣旨を踏まえ、５歳児健康診査を成育施策の重要

な一環として位置づけた施策の推進を図ること。 

 
おわりに 

本提言書が、こども家庭庁における今後の政策形成及び施策展開の一助となり、５歳児
健康診査を通じて、すべてのこどもが尊重され、安心して健やかに育つことのできる環境
が全国で保障される社会の実現に寄与することを、心より願うものである。 
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【別紙】 

本提言の重点項目と「こども施策の６つの基本理念」との対応 

 
位置づけ 

本表は、本提言に示した「５歳児健康診査における９つの重点項目」が、こども基本法
（令和 4 年法律第 77 号）第３条に規定された「こども施策の６つの基本理念」とどのよ
うに対応しているかを整理したものである。 

提言内容が、法の理念を具体的施策として実装するものであることを明示すことを目的
としている。 
 
こども施策の６つの基本理念（こども基本法 第 3 条関係） 

① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるととも
に、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され
保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること 
その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり
教育を受ける機会が等しく与えられること。 

③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全て
の事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保され
ること。 

④ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ
の最善の利益が優先して考慮されること。 

⑤ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的
責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行
うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確
保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
 

本提言の重点項目 対応する基本理念 
（こども基本法第 3 条） 

対応の趣旨（要点） 
 

（1）こどものこえを聴く ③ 意見表明・社会参加 
④ 最善の利益の優先 

こどもを権利主体として捉
え、意思表明が支援や判断
に反映される実践を重視 

（2）発達支援と情緒面の
発達 

② 成長・発達の保障 
④ 最善の利益の優先 

発達特性を尊重し、環境調
整により可能性を伸ばす支
援 
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（3）遊びの広がりと運
動・身体活動 
 

② 成長・発達の保障 
⑥ 社会環境の整備 

遊びや身体活動を生活とし
て保障する社会的環境づく
り 

（4）口腔衛生・食習慣の
形成 

② 成長・発達の保障 口腔機能・食行動を通じた
健康と生活の質の基盤形成 

（5）適正体重の維持・肥
満予防 

② 成長・発達の保障 
④ 最善の利益の優先 

数値管理に偏らず、長期的
な健康とウェルビーイング
を優先 

（6）事故予防 ② 生命・健康の保障 予防可能な事故からこども
の生命と安全を守る取組 

（7）就学前に完了すべき
予防接種の確認 

② 生命・健康の保障 
④ 最善の利益の優先 

感染症予防を通じてこども
の将来の安全と健康を守る 

（8）デジタル環境と子ど
もの育ち 

④ 最善の利益の優先 
⑥ 社会環境の整備 

デジタル社会においてこど
もの心身に配慮した環境整
備 
 

（9）社会的支援と育ちの
環境 

① 個人としての尊重・差別
の禁止 
⑤ 家庭を基本とした養育
と支援 

困難の有無にかかわらず、
家庭・地域で育ちを支える
包摂的支援 

 
本提言の重点項目は、いずれも複数の基本理念と関連しうるが、本表では特に中心とな

る理念を示している。 
なお、「こどもまんなか社会」とは、こども基本法及びこども大綱に基づき、こどもを

権利の主体として尊重し、身体的・精神的・社会的に幸福な状態（ウェルビーイング）で
成長できる社会を指す。 


